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平成 23年度ゴミゼロ運動の実施について
木造住宅の耐震診断補助金について
議会だより
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人権擁護委員に木村君子氏が委嘱される人権擁護委員に木村君子氏が委嘱される人権擁護委員に木村君子氏が委嘱される

特定健康診査は、７月３０日まで受診することができます！特定健康診査は、７月３０日まで受診することができます！

　任期満了となった人権擁護委員に、法務大臣から平成 23 年 4 月 1 日付けで、木村君子氏（山根・再任）

が委嘱されました。

　人権擁護委員は、みなさんが日常生活において幸せな生活を守るため、人間としての権利や自由を擁護し、

必要なときは関係機関へ連絡して、解決の促進を図ります。

　人権問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

　40歳から74歳までの長柄町国民健康保険の加入者の方の特定健康診査は長生郡市内の契約医療機関で

7月30日（土）まで個別健診として受診することができます。

　費用は2,000円です。あらかじめ受診希望医療機関へ予約のうえ、次のものをお持ちになり受診してくださ

い。なお健診の結果は受診した医療機関から説明されます。

国民健康保険加入者の皆様へ国民健康保険加入入入入入入入入入入入入入入入者の皆様へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ国民健康保険加入者の皆様へ国民健康保険加入者の皆様へ
　町では、国民健康保険加入者の脳循環器系疾患の早期発見、早期治療に役立てるため、脳ドックの助成を

行っています。

　概要は次のとおりです。

◎対象者　　　　次の要件をすべて満たしている人

　　　　　　　　・40歳以上で長柄町国民健康保険に 1年以上加入していること。

　　　　　　　　・国民健康保険税を完納していること。

　　　　　　　　・脳ドックを受診する年度に特定健康診査を受診していること。

◎契約検査機関　・塩田病院附属福島孝徳記念病院（長柄町国府里）

　　　　　　　　・山之内病院（茂原市町保）

　　　　　　　　・公立長生病院（茂原市本納）

◎助成額　　　　検査費用の 7割を助成（上限 5万円）

　　　　　　　　※検査終了後、自己負担額（3 割分又は 5 万円を超えた額）を検査医療機関に支払うこと

　　　　　　　　になります。

※通常の人間ドックに脳ドックを追加して受診することもできます。（助成の上限は脳ドックを含め、5万円です。）

◆脳ドックを追加して検査を受診できる医療機関：山之内病院　亀田クリニック　亀田総合病院附属幕張クリニック

後期高齢者医療広域連合の加入者の皆様へ

になります。

※通常の人間ドックに脳ドックを追加して受診することもできます。（助成の上限は脳ドックを含め、5万円です。）

◆脳ドックを追加して検査を受診できる医療機関：山之内病院　亀田クリニック　亀田総合病院附属幕張クリニック

後期高齢者医療広域連合合合合合合の加入入入入入入入入入入入入入入入者の皆様へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ後期高齢者医療広域連合の加入者の皆様へ後期高齢者医療広域連合の加入者の皆様へ
平成 23年度から脳ドックの助成が受けられます。

◎対象者　　　　次の要件をすべて満たしている人

　　　　　　　　・本町に住所を有する者で千葉県後期高齢者医療広域連合に加入していること。

　　　　　　　　・後期高齢者医療保険料を完納していること。

　　　　　　　　・脳ドックを受診する年度に後期健康診査を受診していること。

◎契約検査機関及び助成額は国民健康保険と同じです。

健康診査は ７月３特定健康診査は ７月３
長生郡市契約医療機関で、長生郡市契約医療機関で、長生郡市契約医療機関で、

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

お持ちするもの ◎保険証 ◎受診券及び問診票 ◎費用（2,000 円）
※受診の際には医療機関の指示にしたがってください。

▲ ▲ ▲

特定健康診査のお知らせ

将来の老齢基礎年金を

増やしたいという方へ
付加年金付加年金
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問い合わせ先　住民課　保険住民班　 35-2113

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　 35-2414



　ゴミゼロ運動は、地域の特性に応じたきれいで緑豊

かな地域環境をつくるために行われている全国的な

取り組みです。この運動は町をキレイにするだけでな

く、ゴミの散乱防止とリサイクルの普及啓発を目的と

して実施しています。

　みんなで協力し合い、ポイ捨てのない美しい町にし

ましょう。

開催日　５月２９日（日）雨天決行

実施方法　　カン・ビンを「燃えないゴミ専用袋」に分

　　　　　別し、各自治会のゴミステーションに午前

　　　　　8時30分までに搬出してください。

　　　　　　午前9時から町が委託した業者が各自治

　　　　　会の不燃物ステーションを巡回し、カンと

　　　　　ビンを回収します。

　　　　　（今回は可燃ごみの回収は行いません。）

※町内美化のため、町民の皆様のご協力をお願いします。

　月々の定額保険料に付加保険料をプラスして納め

ると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取

れる制度です。

対象者　国民年金の第１号被保険者（任意加入被保険

　　　　者を含む。）

　　　　※付加保険料を納めることができない方…

　　　　国民年金の第３号被保険者、国民年金基金の

　　　　加入者や国民年金保険料の免除適用者

付加保険料　申し込み月から月額400円が定額保険

　　　　　　 料にプラスされます。

受取額の計算　200円×付加保険料を納めた月数

　　　　　　 2年間で受け取る付加年金額と支払っ

　　　　　　 た付加保険料が同額になるため大変

　　　　　　 お得です。

　　　　　　 受取額は、定額のため増額・減額しま

　　　　　　 せん。ただし、老齢基礎年金を「繰り上

　　　　　　 げ」「繰り下げ」請求した場合は付加年

　　　　　　 金も減額・増税されます。

手続き　役場住民課保険住民班へ年金手帳を持って

　　　　お越しください。

動物の正しい飼い方推進月間のお知らせ

　６月は動物の正しい飼い方推進月間です。次のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。

●動物を飼う前に、動物を飼うことのできる環境であるかどうか、家族でよく考えましょう。

●ペットショップ等で動物を選ぶときは、世話の方法やかかりやすい病気等、特徴を確認しましょう。

●動物に起因する感染症を予防するために注意を払いましょう。また、過剰なふれあいは控え、動物にさわっ

　たら必ず手を洗いましょう。

●動物には、迷子札やマイクロチップを付けるなどして飼い主が分かるようにしましょう。特に、飼い犬につ

　いては、首輪等に登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが狂犬病予防法で義務付けられています。

●犬の放し飼いは禁止されています。犬を運動させる場合は、犬を制御できる人が短い引き綱で行いましょう。

●ねこは屋内で飼いましょう。ねこによる他人への迷惑を防止でき、また、病気や交通事故等の危険からねこ

　を守ることができます。

●公の場所や他人の敷地内で、犬やねこに排泄させるような迷惑行為はやめましょう。犬やねこには、排泄場

　所等のしつけをすることができます。

●適正に飼うことができない子犬・子ねこを増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。

●動物は責任を持って最後まで面倒をみましょう。どうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してく

　ださい。見つからない場合でも、絶対に動物を捨てずに、動物愛護センター等に相談してください。

●愛護動物を虐待したり、捨てたりすると、法律により罰せられることがあります。

●動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう。

人権擁護委員に木村君子氏が委嘱される

国民健康保険加入者の皆様へ

後期高齢者医療広域連合の加入者の皆様へ

長生郡市契約医療機関で、

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

「平成23年度
　ゴミゼロ運動」の
　　　実施について

将来の老齢基礎年金を

増やしたいという方へ

将来の老齢基礎年金を

増やしたいという方へ

将来の老齢基礎年金を

増やしたいという方へ
付加年金付加年金付加年金付加年金
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問い合わせ先　長生健康福祉センター（長生保健所）　  0475-22-5167
　　　　　　　千葉県動物愛護センター　　　　　　　 0476-93-5711
　　　　　　　財団法人千葉県動物保護管理協会　　　 043-214-7814

問い合わせ先　住民課　保険住民班　 35-2113 問い合わせ先　事業課　地域整備班　 35-2114



　使用済みのマンガン乾電池やアルカリ乾電池、オキシ

ライド乾電池を、透明の買物袋などに入れ「乾電池」と

表示して、「資源ゴミ（燃えないゴミ）の集積所」に午前

８時３０分までに出してください。古紙類と同時に収集

しますのでビン・カン・ペット

ボトル等の下や陰にならないよ

うに注意してください。

　なお、ボタン電池や充電式電

池は電器店の回収ボックスへ返

却し、リサイクルにご協力くだ

さい。

　「ながら味噌」と名づけられたさくらの郷の味噌。できる

だけ原材料も長柄町で収穫されたものをと考えています。

　そこで、町では大豆を栽培し、さくらの郷に納品してく

ださる生産者に補助金を交付します。

　申請書の受付期限は平成23年6月30日（木）ですが目標

面積に達成した時点で締め切らせていただきますのでお

早めにお申し込みください。

日吉･水上地区　６月１０日（金曜日）

長柄地区　　　 ６月１５日（水曜日）

６月は、６月は、６月は、
廃乾電池の
収集があります

　対象作物　

　　大豆 (品種は「ふくゆたか」を希望します。)

　補助金額　

　　大豆１kg当たり　1５０円以内

長柄町特別奨励作物

　栽培事業のご案内

長柄町特別奨励作物

　栽培事業のご案内

長柄町特別奨励作物

　栽培事業のご案内

　地震災害による建物の安全性を確認するための耐震診断（※一般診断）に掛かる費用を補

助しています。

対象条件　自らが所有し、居住している木造住宅で、昭和５６年５月３１日以前に工事に着

　　　　　手された一戸建ての住宅、長屋、共同住宅及び店舗等（店舗等の用に供する部分の

　　　　　床面積が延べ床面積の２分の１未満のものに限る。）

補助額　　対象となる経費に３分の２を乗じて得た額又は限度額のどちらか少ない方の額

　　　　　○限度額　２０，０００円

必要書類　・住民票の写し

　　　　　・診断に要する費用の見積書の写し

　　　　　・建築物の所有者及び建築年月日が確認できる書類

　　　　　・その他必要な書類

※一般診断・・・（財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診

　　　　　　　断と補強方法」に定める診断

※詳しい説明は下記へお問い合わせをしてください。

木造住宅の
耐震診断補助金について

ながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダーながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダー月6

６月の行事

随時受付しています

母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？

夜間救急を継続していくには、住民の皆様の

ご理解ご協力が必要です。

母子健康・栄養相談

身体計測
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問い合わせ先　事業課　地域整備班　 35-2114 問い合わせ先　事業課　産業振興班　 35-4447

問い合わせ先　事業課　地域整備班　 35-2114



日sun 月 mon 火 tue 水 wed 木 thu 金 fri 土sat
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◆リトミック教室

◆おはなし広場

◆身体計測

◆母子健康・栄養相談

◆歯科指導　

第２・４金曜日　（１０：００～１１：００） 

第４水曜日　　（１０：００～１１：００） 

６月２日（木）　（９：００～１６：００） 

６月２日（木）　（１３：００～１５：００）保健師・栄養士がご相談を受けます。

６月１５日（水）（１０：００～１１：００）歯科衛生士が乳幼児の歯についてお話しします。 

◆あそびの広場

◆育児相談

◆一時保育

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

（９：００～１６：００）

（９：００～１５：００）

（８：３０～１７：００） ※２週間前までにご予約ください。

「支援センターだより」を発行しています。役場・公民館に置いてありますのでご覧ください。

　町の保健師と、こども園の栄養士が毎月１回支援室にて子育ての悩みや発育についての相談そして、離乳食など乳幼

児期の栄養についての相談を膝を交えて受け付けています。一人で悩まずに、気軽に相談をしてみませんか？毎日の育

児を一緒に楽しみましょう！！     

６月は、
長柄町特別奨励作物

　栽培事業のご案内平成 23年 7月 1日から一時保育の利用開始時刻は 9：00 からとなります。

身体計測
母子健康・栄養相談

リトミック教室

リトミック教室おはなし広場

ながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダーながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダーながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダーながらこども園　　　　　子育て支援センターカレンダー月月66

６月の行事６月の行事６月の行事

随時受付しています随時受付しています随時受付しています

母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？母子健康・栄養相談・身体計測って、どんなことをしているの？

◆◆支援センターは妊婦さん、子育て中のみなさんの応援団。ぜひ遊びに来てくださいネ◆◆

毎月１回お子さんの成長を記録に残してみませんか？

夜間救急を継続していくには、住民の皆様の

ご理解ご協力が必要です。

歯科指導

母子健康・栄養相談母子健康・栄養相談母子健康・栄養相談

身体計測身体計測身体計測
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問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　 35-3102
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主な内容

第  1  回　定例会

　平成 23年第 1 回議会定例会は、3月 3日から 11日までの 9日間を会期として開催されました。

　提出された議案等は、承認 1件、議案 18件、請願 1件ですが、すべて原案のとおり可決されました。

　続いて、議員発議案１件（ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書）を上程し、採決の結果、全員賛成で採択することに決定

しました。

　新年度予算の審査については、各常任委員会へ付託し、3 月 7 日に常任委員会を開催し、審査を行ない、その結果、各常

任委員長から原案のとおり可決すべきものとして、定例会最終日に報告されました。

※新年度予算の概要については、４月１９日発行の広報、２頁から３頁に載せてあります。

一般会計補正予算（第６号）
　活力創出基盤整備総合交付金で行なう町道の改良・補修に係る経費及び水上小学校閉校記念誌の作成経費の補正で、速や

かな事務処理を要し、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたため、1 月 24 日付けで専決処分をし、

今回承認を得たものです。

長柄町職員定数条例の一部改正
　平成 23 年度から、こども園の短時間保育児を 3 歳から受け入れることに伴い、教育委員会事務部局の職員と兼務する、町

長事務部局の職員の定数を改正するものです。

国民健康保険条例の一部改正
　国民健康保険の一部負担金の減免について、町の要綱を制定するための規定の整備及び国の緊急少子化対策による出産育

児一時金の暫定的な引上げを恒久化するための改正を行なうものです。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正
　本件については、文言訂正の一部改正です。

専決処分の承認専決処分の承認専決処分の承認

条例の制定及び一部改正条例の制定及び一部改正条例の制定及び一部改正

協　　議

補 正 予 算
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　千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

の制定に関する協議について

　千葉県市町村総合事務組合の組織団体である、館山市及び南房総市学校給食組合が本年 3 月 31 日をもって解散し、組合の

組織団体の数が減少するため、組合規約中、組織団体の規定について、所要の改正を行なうものです。

専決処分の承認

条例の制定及び一部改正

協　　議協　　議協　　議

一般会計補正予算（第７号）
　歳入歳出予算の総額から 1,653 万 6 千円を減額し、総額を 30 億 4,494 万 9 千円とするものです。

　主な内容は、県の人事委員会の勧告による給与改定に伴う人件費の減、防災対策費の減、農業集落排水事業及び浄化槽事

業特別会計への繰出金の減、道路改良費及びスマートインター地区協議会負担金の減、県議会議員選挙費の追加、福祉センター

改修事業の追加、子宮けいがん等ワクチン接種緊急促進事業の追加、スクールバス篠網停留所設置工事費の追加です。

　歳入については、主に地方交付税の追加と歳出の減額により、町債のうち借入せずに交付税措置される臨時財政対策債の

減です。

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
　財政調整基金の積立などを行なうもので 967 万円を増額し、予算総額は 10 億 159 万 7 千円です。

老人保健特別会計補正予算（第２号）
　経過的に存続していた老人保健会計が廃止となるため、剰余金を一般会計に全額繰入するもので、1,340 万円を増額し、総

額を 1,410 万円 4 千円とするものです。

農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）
　年度末の各経費の調整で、203 万 5 千円を減額し、総額を 5,526 万 5 千円とするものです。

介護保険特別会計補正予算（第３号）
　保険給付費の増額によるもので、2,072 万 9 千円を増額し、予算総額は 6 億 1,395 万 4 千円とするものです。

浄化槽事業特別会計補正予算（第１号）
　浄化槽設置基数の減に伴う工事費の減額によるもので、2,901 万 9 千円を減額し、予算総額は 5,728 万 1 千円です。

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　後期高齢者医療保険料の減などによるもので、1,770 万 1 千円を減額し、予算総額は 5,989 万 9 千円です。

補 正 予 算補 正 予 算補 正 予 算

承 認 第 １ 号

議 案 第 １ 号

議 案 第 ２ 号

議 案 第 ３ 号

議 案 第 ４ 号

議 案 第 ５ 号

承 　 　 認

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

専決処分の承認を求めることについて

( 平成 22 年度長柄町一般会計補正予算 ( 第 6 号 ))

長柄町職員定数条例の一部を改正する条例

長柄町国民健康保険条例の一部を改正する条例

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市

町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について

平成 22 年度長柄町一般会計補正予算（第 7 号）

３月定例会の審議結果一覧表

議 案 番 号 審  議  結  果件 　 　 　 　 名
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①
長
生
郡
市
の
「
市
町
村
合
併
」

実
現
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
が

い
か
が
か
。

②
周
南
市
で
は
、
市
長
自
ら
が
定

期
的
に
市
民
へ
の
説
明
会
を
実
施

し
、
市
民
の
意
見
を
多
く
取
り
入

れ
る
努
力
を
し
て
い
て
、
行
政
へ

の
透
明
性
・
信
頼
性
が
確
保
さ
れ

て
い
る
が
い
か
が
か
。

③
周
南
市
の
場
合
は
、
補
助
金
は

成
果
の
上
が
る
も
の
に
し
か
出
さ

な
い
の
が
原
則
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
長
柄
町
の
場
合
は
効
果
が
上

が
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
ど
の
よ
う
に
思
う
か
。

①
長
生
郡
市
の
合
併
に
つ
い
て
は

相
手
の
あ
る
こ
と
な
の
で
、
ひ
と

ま
ず
は
町
内
の
融
和
と
元
気
な
長

柄
町
を
取
り
戻
す
た
め
に
力
を
傾

注
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

②
町
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
機

一　

般　

質　

問

一　

般　

質　

問

議
員
１
名
が
町
政
を
問
う

大
野　

和
男 

議
員

大
野　

和
男 

議
員

山
口
県
周
南
市
の
研
修
を

終
え
て
感
じ
た
こ
と
に
つ

い
て

減
税
と
行
政
の
人
件
費
に

つ
い
て

会
に
つ
い
て
は
、
次
期
第
４
次
総

合
計
画
の
な
か
で
位
置
付
け
し
、

実
行
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

③
町
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
補
助
金
交
付
規
則
及
び
各

要
綱
で
、
趣
旨
・
対
象
・
種
目
及

び
交
付
の
条
件
等
を
定
め
て
お

り
、
要
件
に
当
て
は
ま
れ
ば
予
算

の
範
囲
内
で
給
付
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

　

補
助
す
る
団
体
や
個
人
に
つ
い

て
は
町
産
業
振
興
や
行
政
振
興
に

と
っ
て
、
当
然
有
益
で
あ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
中
に
は
、
基
盤
が
脆
弱
な

も
の
は
育
成
し
、
補
助
金
を
交
付

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
位
を

確
実
な
も
の
と
し
て
確
保
で
き
、

将
来
の
長
柄
町
の
振
興
に
と
っ
て
有

効
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
は
積

極
的
に
考
慮
す
べ
き
も
の
と
思
う
。

　

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
も

的
確
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

長
柄
町
で
は
減
税
と
行
政
の
人
件

費
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
伺
い
た
い
。

地
方
交
付
税
交
付
団
体
で
あ
る
本

町
が
、
独
自
の
判
断
で
減
税
を
行

な
っ
た
場
合
、
本
来
入
る
べ
き
税

収
入
額
を
基
準
財
政
収
入
額
と
し

て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
、
財
源
不
足
が

生
じ
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
本
町

で
の
税
率
は
地
方
税
法
で
示
さ
れ

て
い
る
標
準
税
率
を
今
後
も
採
用

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

人
件
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
22

年
４
月
１
日
の
総
職
員
数
を

1
1
4
人
と
し
て
目
標
を
定
め
、

職
員
数
の
削
減
を
図
っ
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
既
に
目
標
人
数
に

は
達
し
た
が
、
さ
ら
に
役
場
組
織

の
経
営
健
全
化
の
た
め
、
平
成
26

年
度
を
目
標
と
す
る
定
員
管
理
の

適
正
化
を
総
職
員
数
1
0
7
人
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
議
会
で
も
大
野
議
員
が

委
員
長
で
あ
る
「
議
会
議
員
定
数

等
検
討
特
別
委
員
会
」
で
の
審
議

の
結
果
、
議
員
定
数
を
２
名
削
減

す
る
と
の
結
論
を
頂
い
て
い
る
。

　

今
後
も
、
な
お
一
層
努
力
し
て

ま
い
り
た
い
。

名
古
屋
市
の
選
挙
結
果
を
見
て
、

議 案 第 ６ 号

議 案 第 ７ 号

議 案 第 ８ 号

議 案 第 ９ 号

議案第 10 号

議案第 11 号

議案第 12 号

議案第 13 号

議案第 14 号

議案第 15 号

議案第 16 号

議案第 17 号

議案第 18 号

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

原 案 可 決

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

全会一致

平成 22 年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 22 年度長柄町老人保健特別会計補正予算（第 2 号）

平成 22 年度長柄町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 22 年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 22 年度長柄町浄化槽事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 22 年度長柄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

平成 23 年度長柄町一般会計予算

平成 23 年度長柄町国民健康保険特別会計予算

平成 23 年度長柄町農業集落排水事業特別会計予算

平成 23 年度長柄町介護保険特別会計予算

平成 23 年度長柄町浄化槽事業特別会計予算

平成 23 年度長柄町後期高齢者医療特別会計予算

長柄町第 4 次総合計画の基本構想を定めることについて

研
修
会
に
参
加
し
て
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写真は左から　栗原議員・阿部議員・蒔田議長・保川副議長・大野議員

　町議会議員として 15 年以上在職され、地方自治の振興発展に寄与貢

献されてきた功績が認められ、2 月 9 日に開催された第 62 回全国町村

議会議長会定期総会において、本町議会から 5 名の議員が自治功労者

として表彰を受けました。

あ
な
た
も
議
会
を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

（
次
回
定
例
会
は
６
月
14
日
（
火
）

の
予
定
で
す
。
）

―
 

お 

気 

軽 

に ―

【
問
合
せ
先
】　

　

総
務
課
議
会
班

　

（
議
会
事
務
局
）　

　

☎
35－

２
４
３
８

　

私
達
、
議
会
運
営
委
員
会
と
議
会

報
編
集
委
員
会
は
２
月
２
日
・
３
日

の
両
日
、
山
梨
県
の
都
留
市
の
行
政

視
察
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

山
梨
県
、
昔
は
甲
斐
の
国
、
戦
国

時
代
は
さ
ぞ
方
々
に
山
城
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
、
都
留
市
が
力
を
入
れ
て
い
る

の
が
「
エ
コ
」
で
、
家
中
川
を
利
用

し
た
小
水
力
発
電
で
、
こ
の
市
民
発

電
所
は
「
小
川
」
の
よ
う
な
と
こ
ろ

を
掘
削
し
て
水
車
で
発
電
を
起
こ
し

て
い
ま
し
た
。「
元
気
く
ん
」
と
名

付
け
て
、
今
２
号
機
ま
で
が
完
成
し
、

電
力
は
市
役
所
、
隣
接
し
て
い
る
小

学
校
や
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
等
々
に
送
電

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

ま
ち
の
産
業
は
昔
、
絹
織
物
が
盛

ん
で
し
た
が
時
が
移
り
、
工
場
誘
致

を
積
極
的
に
進
め
た
結
果
、
今
は
機

械
金
属
工
場
を
中
心
と
し
た
企
業
が

22
社
あ
り
、
一
般
機
械
工
場
や
電
気

機
械
工
場
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て

き
た
ま
ち
づ
く
り
で
あ
る
と
の
こ
と

で
し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
「
文
化
の
ま
ち
」、

「
教
育
の
ま
ち
」
と
し
て
知
ら
れ
、

先
人
の
息
吹
が
甦
る
祭
の
屋
台
等
が

若
者
に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の

実
験
施
設
の
あ
る
ま
ち
で
も
あ
り
ま

す
。

　

家
中
川
は
寛
永
の
昔
よ
り
、
農
業

や
防
火
織
物
な
ど
様
々
な
地
域
の
発

展
の
た
め
に
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。

家
中
川
の
水
は
富
士
の
裾
野
が
尾
を

引
く
傾
斜
地
の
た
め
、
流
れ
が
急
で

水
車
の
効
力
と
し
て
最
適
で
あ
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
地
の
利
を
生
か
し

て
、
都
留
市
は
化
石
燃
料
の
大
量
消

費
に
よ
る
環
境
問
題
に
対
応
す
る
た

め
、
平
成
15
年
７
月
に
市
役
所
前
を

流
れ
る
家
中
川
で
、
信
州
大
学
教
授

の
池
田
敏
彦
氏
が
中
心
と
な
り
、
谷

村
工
業
高
校
の
生
徒
を
交
え
て
、
マ

イ
ク
ロ
水
力
発
電
の
実
験
を
行
な
い

ま
し
た
。

　

平
成
16
年
に
市
制
50
周
年
を
迎

え
、「
水
の
ま
ち
都
留
」
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
家
中
川
を
利
用
し
、
市
役

所
を
供
給
先
と
す
る
「
木
製
下
掛
け

水
車
方
式
」
に
よ
る
、
市
民
参
加
型

で
実
施
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、「
元

気
く
ん
１
号
」
で
、
平
成
18
年
４
月

よ
り
稼
働
開
始
、
出
力
は
20

 

kw
で
、

「
元
気
く
ん
２
号
」
は
平
成
22
年
５

月
稼
働
で
、
出
力
は
19

 

kw
と
の
こ
と

で
し
た
。

　

こ
の
市
民
参
加
型
水
力
発
電
は

「
つ
る
の
お
ん
が
え
し
」
と
し
て
、

市
民
に
公
募
債
を
発
行
し
、
１
号
機

は
1,
7
0
0
万
円
、
２
号
機
は

2,
3
6
0
万
円
で
公
募
し
た
結
果
、

多
く
の
市
民
の
参
加
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
４
倍
、
1.5
倍
と
市
民
が
関
心
を

持
ち
、
市
の
行
な
う
発
電
事
業
に
協

力
し
て
い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
り
ま

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
バ
イ
パ
ス
水
路
に
よ

り
発
電
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
色
々

な
立
地
条
件
に
よ
り
、
ど
こ
で
も
出

来
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ

う
な
環
境
改
善
の
方
法
が
あ
る
と
言

う
こ
と
を
研
修
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。

編
集
委
員
会　

N

一　

般　

質　

問

大
野　

和
男 

議
員

研
修
会
に
参
加
し
て

研
修
会
に
参
加
し
て

自治功労表彰

9
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　町食生活改善推進員会は、「私たちの健康は私たちの手で」を合言葉に、町民の皆さまがより健康的な生活
ができるように、食生活改善（食育）活動を実施しているボランティア団体です。現在24名の会員が、年に
７回中央研修会を開催し、生活習慣病予防の食生活の普及を中心に健康づくりについて学び、その知識や実
践力を地域の方に伝えていく普及活動をすすめています。

◆主な食生活改善推進員の活動内容
１．中央研修会及び各種研修会への参加 ・推進員の資質向上に努めます。

・高齢者の低栄養予防おやつの試食とおすすめレシピを
　試食品と一緒に配布します。
・ヘルスアップ教室（生活習慣病予防教室）の昼食作り
・農林商工まつりへの参加・協力

開催
します

あなたも
食生活改善推進員に
なってみませんか？

　自らの健康を維持・向上することができ、ここで学んだことを地域に
伝えていくことで、仲間も増え、またやりがいもある活動です。
料理を作るのが好きな方、いつまでも健康でいたい方・・・・・
一緒に活動してみませんか？お問い合わせは下記へお気軽にどうぞ！

・男性のための料理教室
・生活習慣病予防教室
・老人クラブ出前講座

・幼児食育教室　　　　　　　
・学童クラブ料理教室
・骨粗しょう症予防教室

＜学童クラブ料理教室＞ ＜男性のための料理教室＞
正しい食べ方や食事のマナーなどのよい食習慣

（食育）を身につけることを目的に開催しています。

団塊の世代、高齢の男性を対象に食生活の自立を

支援するために開催しています。

２．食育活動・食生活改善活動
　　≪町への協力事業・自主事業≫

「みんなの森の村 ながら」
昨年3月に閉園した三島野保育園を活用し、ＮＰＯ法人みんなの森の村が

活動主体となった「みんなの森の村　ながら」がオープンします。

オープンに先駆け、地元の皆様だけの内覧会を下記内容で行いますので、

是非お出かけください。

　　　　　　　　　　　　記

●とき　5月22日（日）午前10時〜午後3時
※ご都合のつく時間帯に皆様お誘いあわせの上、お出かけください。

5月28日（土）

オープン！
オープン！

NPO法人みんなの森の村　☎ 35-5086

町食生活改善推進員活動報告町食生活改善推進員活動報告町食生活改善推進員活動報告

問い合わせ先　住民課　健康福祉班 ☎35-2414
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受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

受付時間

事業名

喀 痰 検 診

乳 児 相 談

ポ リ オ

３ 歳 児 健 康 診 査

食生活改善推進員研修

B C G

特定健診動機づけ
初 回 面 接

日　程

６月 ２日（木）
６月 ３日（金）

６月 ６日（月）

６月１０日（金）

６月１３日（月）

６月１７日（金）

６月２０日（月）

6月 ２８日（火）
6月 ２９日（水）
6月 ３０日（木）

時　間

９：００〜１０：００

生後4か月児

　　
1０：００〜1０：１５

生後7か月児、12か月児

1０：３０〜1０：４５

１３：３０〜

１２：４５〜１３：００

９：３０〜１３：００

１３：３０〜

　

対象者

町の肺がん検診の問診時に必

要と認められた方

平成23年２月生まれの乳児(生

後４か月児)　　　                                                                                                                                                                                                                                                  

平成22年11月生まれの乳児

(生後 ７か月児)

平成22年 6月生まれの乳児

(生後12か月児)

※その他希望者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

（生後13か月以内の方）

平成15年12月11日〜

平成23年１月６日生まれの方

平成19年10月〜

平成20年３月生まれの方

食生活改善推進員

平成23年１月７日〜

平成23年３月20日生まれの方

保
健
セ
ン
タ
ー

場所

※　対象の方には別途通知します。

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　☎35-2414

県
立
長
生
特
別
支
援
学
校　

前
期
学
校
公
開　

日
時 

平
成
23
年
６
月
21
日︵
火
︶
�

22
日
︵
水
︶
10
時
�
14
時
ま
で
参

観
で
き
ま
す
�

場
所　

県
立
長
生
特
別
支
援
学
校

︵
一
宮
町
東
浪
見
６
７
６
７

-

７
︶

内
容　

本
校
の
概
要
説
明　

施
設

設
備
や
授
業
の
様
子
の
参
観

お
問
い
合
わ
せ　

　

☎
０
４
７
５-

42-

２
４
７
０

　
　
　
　

︵
担
当　

関
・
細
井
︶

今
般
の
地
震
で
被
害
を
受
け

た
皆
様
へ

　

国
税
に
関
す
る
ご
相
談
等
は
�

茂
原
税
務
署
で
お
受
け
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
�
ま
た
�
他
県
か
ら

避
難
さ
れ
て
い
る
方
も
ご
相
談
等

を
お
受
け
い
た
し
ま
す
�

茂
原
税
務
署
：
茂
原
市
高
師
台

1

−

5

−

1
茂
原
地
方
合
同
庁
舎

　
　

☎
0
4
7
5-

22-

2
1
6
6

千
葉
地
方
法
務
局
か
ら
の

お
知
ら
せ

　

平
成
23
年
７
月
25
日
︵
月
︶
か
ら
�

当
局
茂
原
支
店
で
取
り
扱
�
て
い

る
会
社
や
法
人
に
関
す
る
登
記
事

務
は
�
本
局
法
人
登
記
部
門
に
お

い
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
�︵
不
動
産

︵
土
地
・
建
物
︶
に
関
す
る
登
記

事
務
に
つ
い
て
は
取
扱
い
の
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
�︶�

　

な
お
�
会
社
や
法
人
の
登
記
に

関
す
る
証
明
書
︵
登
記
事
項
証
明

書
�
印
鑑
証
明
書
等
︶
に
つ
い
て

は
�
引
き
続
き
�
茂
原
支
局
で
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
�

お
問
い
合
わ
せ

千
葉
地
方
法
務
局
本
局
法
人
登
記

部
門

場
所　

〒
260−

８
５
１
８ 

千
葉
市

中
央
区
中
央
港
一
丁
目
11
番
３
号

　

☎
０
４
３-

３
０
２-

１
３
１
５

千
葉
地
方
法
務
局
茂
原
支
局

場
所　

〒
297−

０
０
７
８ 

茂
原
市

高
師
台
一
丁
目
５
番
地
３

　

☎
０
４
７
５-

24-

２
１
８
８



　

千
葉
県
で
は
、
平
成
22
年
ま
で

８
年
間
連
続
で
刑
法
犯
認
知
件

数
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

こ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
地

域
住
民
の
方
々
に
よ
る
自
主
防

犯
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

皆
様
も
、
安
全
で
安
心
な
地
域

社
会
の
実
現
の
た
め
、
自
主
防
犯

活
動
に
参
加
し
て
防
犯
の
輪
を

広
げ
ま
し
ょ
う
。

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
と
は

　

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
目
的
は
、

パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
を
周
囲
に
ア

ピ
ー
ル
し
、
犯
罪
を
企
て
て
い
る

者
に
犯
行
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ

た
り
、
地
域
に
お
け
る
防
犯
上
の

改
善
箇
所
を
点
検
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
犯
罪
の
起
き
に
く
い
環

境
を
作
る
こ
と
な
ど
で
す
。

　

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
活
動

に
は
、

○
一
般
的
な
パ
ト
ロ
ー
ル

○
わ
ん
わ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル

　

（
愛
犬
の
散
歩
）

○
な
が
ら
パ
ト
ロ
ー
ル

　

（
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
し
な
が
ら
、
買

　

い
物
に
い
き
な
が
ら
）

な
ど
、
地
域
及
び
パ
ト
ロ
ー
ル
隊

ご
と
に
様
々
な
活
動
形
態
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
は
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
と

い
う
効
果
も
あ
り
ま
す
。

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
継
続
す
る
た
め
に

　

「
気
楽
に
、
気
長
に
、
危
険
な

く
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
続
け
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
犯
人
を
捕
ま
え
る
な

ど
、
危
険
な
こ
と
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
を
成
功
さ
せ

る
ポ
イ
ン
ト
は
、「
無
理
を
せ
ず
、

で
き
る
こ
と
か
ら
」で
す
。

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
活
動
事
例
に
つ
い
て

　

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の
活
動

方
法
な
ど
詳
細
は
、
千
葉
県
警
察

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
犯
罪
抑
止
推
進

室
」
の
「
千
葉
県
の
防
犯
パ
ト
ロ

ー
ル
隊
」を
ご
覧
下
さ
い
。

ア
ド
レ
ス

h
t
t
p
:/

/
w

w
w

.p
o
lic

e
.p

re
f
.

c
h
ib

a
.jp

/
s
a

fe
_
life

/
p
u
b
lic

_
s
p
a
c
e
/
c
h
ib

a
_
p
a
tro

l/

　

３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
は
、
い
ま
だ
に
余
震
が

続
き
社
会
生
活
に
様
々
な
影
響

が
出
て
い
ま
す
。
警
察
で
は
総
力

を
挙
げ
、
各
種
対
策
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
地
域
の
皆
様
に
あ
っ

て
は
次
の
点
に
注
意
を
し
て
く

だ
さ
い
。

○
緊
急
避
難
場
所
等
の
確
認
を
！

　
　

地
震
の
発
生
に
備
え
、
自

　

宅
・
勤
務
先
の
緊
急
避
難
場
所

　

を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

ま
た
、
家
族
の
間
で
連
絡
方

　

法
や
落
ち
合
う
場
所
を
話
し

　

合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

○
災
害
義
援
金
等
を
か
た
る
詐

　

欺
に
注
意
！

　
　

役
所
職
員
や
被
災
者
の
親 

　

族
な
ど
を
装
っ
た
義
援
金
・

　

見
舞
金
を
目
的
と
し
た
振
り

　

込
め
詐
欺
が
発
生
し
て
い
ま

　

す
。
募
金
等
を
す
る
場
合
は
、

　

十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
停
電
中
の
車
の
運
転
に
注
意
！

　
　

急
な
停
電
に
よ
り
、
信
号

　

機
、
道
路
や
ト
ン
ネ
ル
の
照
明

　

が
消
え
た
と
き
は
、
ス
ピ
ー
ド

　

を
十
分
に
落
と
し
周
囲
の
状

　

況
を
よ
く
確
認
し
て
走
行
し

　

ま
し
ょ
う
。

　
　

警
察
官
に
よ
る
交
通
整
理

　

が
行
わ
れ
て
い
る
場
所
で
は
、

　

現
場
警
察
官
の
指
示
に
従
っ

　

て
く
だ
さ
い
。

○
災
害
時
の
犯
罪
に
注
意
！

　
　

災
害
の
混
乱
に
乗
じ
て
発

　

生
す
る
空
き
巣
や
置
き
引
き
、

　

ひ
っ
た
く
り
等
の
被
害
に
遭

　

わ
な
い
よ
う
に
一
人
一
人
が

　

十
分
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　
　

外
出
す
る
場
合
は
、
確
実
に

　

戸
締
ま
り
を
し
貴
重
品
等
は

　

身
に
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し

　

ょ
う
。

○
出
所
不
明
情
報
に
注
意
！

　
　

東
日
本
大
震
災
に
関
し
て
、

　

出
所
が
不
明
な
情
報
や
不
正
確

　

な
情
報
が
出
回
っ
て
お
り
ま

　

す
。十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
23
年
３
月
末
の
茂
原
警

察
署
管
内
に
お
け
る
犯
罪
の
認

知
件
数
は
、
5
5
4
件
で
し
た
。

こ
れ
は
、
前
年
同
期
に
比
べ
て
14

件
（
＋
2
・
6
％
）
の
増
加
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　

無
締
ま
り
や
ワ
ン
ロ
ッ
ク
の

家
を
狙
う
空
き
巣
ね
ら
い
や
忍

び
込
み
、
無
施
錠
の
車
の
盗
難
・

車
上
狙
い
な
ど
『
チ
ョ
ッ
ト
気
を

つ
け
れ
ば
…
』
防
止
で
き
そ
う
な

事
件
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

警
察
で
は
本
年
も
署
員
一
丸

と
な
っ
て
、
犯
罪
の
未
然
防
止
と

検
挙
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

　

地
域
の
皆
様
一
人
ひ
と
り
に

つ
い
て
も
地
域
の
防
犯
は
自
分

た
ち
の
手
で
守
る
と
言
う
意
識

の
も
と
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど

の
自
主
防
犯
対
策
に
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
の

　
　
　

活
動
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
に

　
　
　
　

伴
う
注
意
点

犯
罪
の

　

発
生
状
況
に
つ
い
て

地
域
安

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

管内の犯罪発生状況（１～３月中）

※罪種別は主なものを計上。詳細は、県警ホームページ http://www.police.pref.chiba.jp/ を参照して下さい。
※(　) は前年同期比　※管内（長生郡市全域）　※認知件数については暫定値とする。

管 内

茂原市

白子町

長柄町

長南町

554（+　14）

336（－14）

37（+　18）

28（－　8）

16（+　1）

空き巣

19（－11）

10（－　3）

3（+　1）

2（－　8）

0（　 0）

忍び込み

16（+10）

9（+　5）

0（　 0）

0（　 0）

2（+　2）

自動車盗

16（－18）

7（－15）

　2（－　1）

3（　 0）

2（　 0）

自転車盗

57（－18）

50（－14）

1（　 0）

0（－　2）

0（　 0）

車上狙い

95（+14）

48（+　6）

10（+　6）

1（－　2）

1（－　0）

その他

351（+37）

212（+　7）

21（+12）

22（+　4）

11（－　1）

罪種別
認知件数

12
NAGARA



 防災行政無線（戸別受信機）は、停電になると、受信機内

の乾電池に電源が自動的に切り替わるように作られていま

す。非常時の受信に支障がないようにするため、戸別受信

機内の４本の単２乾電池は、１年に１回必ず交換してくだ

さい。電池の液漏れは故障の原因となります。各型式にお

ける電池ボックスの位置は写真のとおりです。

電池交換及び
接続コードの確認を！

電池交換及び
接続コードの確認を！

防災行政無線（戸別受信機）防災行政無線（戸別受信機）防災行政無線（戸別受信機）
（型式１）

（型式２）

前面

前面

背面

型式１は背面下部

型式２は前面左側

祝　米寿　おめでとうございます

小出　ふじ江さん

（大正 12 年 5 月 1 日生）　長富

傳　悦郎さん

（大正 12 年 5 月 1 日生）　上野

　懐メロが好きでお気に入りの三橋美

智也さんのＣＤを毎日聴いているとの

こと。

　健康の秘訣は、庭の草取りなど適度

に体を動かすこととお茶を飲みながら

梅干しを食べることという小出さん。

　旬の野菜がたくさん食べられる自然

豊かな長柄町と風景の写真を撮ること

が好きとのこと。座右の銘は「努力」で、

毎日の日課は健康のため 30 分散歩を

すること。継続することが大事という

傳さん。

石井　富雄さん

（大正 12 年 5 月 13 日生） 徳増

　どこにでも自分で車を運転して出か

ける石井さん。座右の銘は「生涯青春」

で、常に気持ちを若くし、感謝の気持

ちを忘れないこと。好きな食べ物は魚

介類。趣味は読書で特に歴史ものが好

きとのこと。

≪義援金の受付≫　日本赤十字社では、この度の東北地方を中心に甚大な被害を受けた被災者に対しての義援金を

受け付けています。義援金受付窓口は、役場住民課健康福祉班及び長柄町福祉センター内長柄町社会福祉協議会です。

≪募金箱の設置≫　役場では、役場庁舎1階各カウンター及び公民館に義援金の募金箱を設置しました。

■集まった募金は、日本赤十字社千葉県支部長柄分区を通じて被災地へ送られます。

■各自治会、事務連絡班等の単位で被災地への義援金を検討される場合は、役場住民課健康福祉班までご相談ください。

※義援金は９月30日まで受付けています。引き続きご協力をお願いします。　

義援金の受付けについて

今月号から広報「ながら」の発行月に米寿（88歳）を迎えられる方々を紹介します。
今後、米寿を迎えられる方のお宅にお伺いさせていただきますので、ご協力をお願いします。総務課　総務企画班　35-2111

つたえ
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問い合わせ先　総務課　総務企画班　35-2111















歯を大切にしましょう歯を大切にしましょう歯を大切にしましょう歯を大切にしましょう歯を大切にしましょう
　６月４日は「虫歯予防デー」です。虫歯は口の中にいるミュータンス菌が食べ残しの糖分を分解して酸を

出し、歯の表面のエナメル質を溶かすことによっておこります。

虫歯はならないための予防が大切だと言われています。口の中を清潔にして、よく噛んで食べましょう。

　この機会に歯のことを考えてみませんか？

正しいブラッシングのポイント
●歯垢のたまりやすいところはていねいにみがきましょう。

　①歯と歯の間 　　　　　　　　　　　②歯と歯茎の境目

　③奥歯のかみ合わせ　　　　　　　　 ④すき間のあるところ

　町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・

後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替が便利です。

　この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替によって

納税することができますので、手数が少なくて済み、大変便利です。

　新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場総務

課 税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。

　「口座振替依頼書」は、役場総務課 税務班、長生農協の町内各支所、町

内のゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。長柄町ホームページ

からもダウンロードできます。（ダウンロード様式での申し込みは、ホー

ムページ内の注意事項をご覧ください。）

　納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

利用できる金融機関

・長生農協

・千葉銀行

・千葉興業銀行

・京葉銀行

・みずほ銀行

・りそな銀行

・房総信用組合

・市原市農協

・ゆうちょ銀行

・軽自動車税 ・介護保険料第１期

納付期限は、５月31日（火）です。納め忘れのないようご注意ください。

※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いします。

保健師　地引　淳子

　高齢期になるとあっさりとした食事を好むようになったり、小食になったりします。食事摂取量の低下は低栄

養の原因になります。食事が楽しくおいしく食べられることは、高齢者の低栄養予防につながります。また、よ

く噛んで食べることは唾液を出やすくし、脳に刺激を与えます。噛む力が低下すると虫歯や歯周病や誤嚥性肺炎

を引き起こすことがあります。

　歯みがきで口の中を清潔に保ちましょう。

　部分入れ歯ははずしてみがき、バネのところは丁寧にみがきましょう。

入れ歯の手入れも大切に

長柄町避難所一覧

名　称 所在地

長柄中学校

長柄町福祉センター

長柄町公民館

日吉小学校

長柄町児童体育館（旧水上小学校）

町民体育館

長柄町山根1500

長柄町桜谷712

長柄町桜谷690

長柄町長富101

長柄町大津倉220

長柄町鴇谷837

お詫びと訂正

　広報先月号 10 ページ「地震の時は…」の記事内、長柄町

避難所一覧に誤りがありました。

　⑤『水上小学校』と掲載いたしましたが、

正しくは『長柄町児童体育館（旧水上小学

校）』です。

　訂正し、お詫びいたします。
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問い合わせ先　住民課　保険住民班　35-2113
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各 種 相 談 日 程

子どもの虐待などの相談

【　町　】

心配ごと相談 福祉センター

人権相談
福祉センター

●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。

10：00～15：00５/20・６/１・６/10・６/20

６/10・６/20

35-0260

35-0260

35-2414

10：00～15：00

６/10 35-026010：00～15：00行政相談 福祉センター

６/１ 35-026010：00～15：00交通事故巡回相談 福祉センター

５/27　14：00～15：30 ５/30　９：30～11：30 22-0110移動交番 茂原警察署地域課

※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関する
あらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

健康福祉班

22-5167地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5914地域保健福祉課

22-5914地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5167健康生活支援課

22-5167健康生活支援課

22-5167健康生活支援課

22-5167検査課

22-5565地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

22-5167地域保健福祉課

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原1102-1　長生合同庁舎内】

※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。（0475-22-5167）

診療時間は午前9時~午後5時までです。日曜・休日当番医案内

月 / 日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

●診療科目：内科・小児科　診療時間：20：00～23：00まで

　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）24-1010

●夜間急病診療テレフォン案内　午後7時~翌午前6時　24-1011

こ ど も 急 病
電 話 相 談

長生郡市夜間急病診療所案内

日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。消防本部通信指令課（24-0119）へお問い合わせください。

　夜間、お子さんの具合が急

に悪くなったときに、看護師

や小児科医が電話でお子さん

の症状を伺い、すぐに医療機

関で受診した方が良いか、家

で様子をみても大丈夫かなど

をアドバイスします。

相談時間　毎日夜間

　19：00～22：00まで

電話番号　♯8000

（プッシュ回線・携帯電話）

043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000を
ご利用いただけない場合）

５月７日に開催されました

豊栄元氣クリニック

茂 原 中 央 病 院

東 部 台 医 院

聖 光 会 病 院

鵜沢外科内科クリニック

ポ プ ラ ク リ ニ ッ ク

（ 4 0 ）4 8 8 4

（ 2 4 ）1 1 9 1

（ 2 2 ）2 4 5 5

（ 3 5 ）5 1 5 1

（ 3 4 ）2 4 9 6

（ 2 3 ）3 1 1 1

公 立 長 生 病 院

鎗 田 整 形 外 科 医 院

宍 倉 病 院

菅 原 病 院

君 塚 病 院

公 立 長 生 病 院

（ 3 4 ）2 1 2 1

（ 2 4 ）8 6 8 6

（ 2 4 ）2 1 7 1

（ 2 5 ）1 1 7 1

（ 2 5 ）1 8 1 1

（ 3 4 ）2 1 2 1

5/22

5/29

6/  5

6/12

6/19

6/26

療育相談・未熟児等健康相談

子どもの発達相談

女性のための健康相談

不妊相談

こころの健康相談

臨床心理士による
こころの健康相談

精神障害者社会復帰事業
（デイケアクラブ）

エイズ相談・HIV等抗体検査

性感染症検査

肝炎ウイルス検査

骨髄バンクドナー登録受付

腸内細菌検査

DV相談

家庭児童相談

母子自立支援

奇数月　第１水曜日（原則）

第４金曜日（原則）８月・９月・12月は変更
８/23・９/30・12/22

（毎月１回）　5・8・11・2月は第２木曜日、　4・6・10・12・
1・3月は第３月曜日、　7・9月は第２月曜日

奇数月　第３金曜日

毎月　第１・２月曜日（精神保健福祉相談）

　　　第３火曜日（老人精神保健福祉相談）

毎月　第１・３木曜日

毎月　第２・４木曜日

第１・３火曜日（エイズ検査のみ即日判定可能）
偶数月　第３火曜日

毎月　第１・３火曜日

毎月　第１・３火曜日

毎月　第１火曜日

第１・２・３・４火曜日

来所相談：火曜日（予約制） 電話相談：月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

月曜日～金曜日

13：00～13：30（予約制）

13：00～17：00（予約制）

13：00～15：00（予約制）

14：30～16：00（予約制）

14：00～15：30（予約制）

14：00～15：00（予約制）

10：00～12：00
13：00～14：00（予約制）

10：00～14：00（登録制）

13：00～14：00

17：30～19：00

13：00～14：00

13：00～14：00

10：00（予約制）

  9：00～11：00

  9：00～17：00

  9：00～17：00

  9：00～17：00

長柄町グリーンツーリズム推進協議会・

長柄町観光協会による


